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プ
ロ
ロ
ー
グ

　
「
21
世
紀
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
時

代
」
―
今
世
紀
に
入
る
頃
飛
び
交
っ

た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
た

し
か
に
こ
の
地
域
の
経
済
発
展
は
目

覚
ま
し
く
、
中
国
の
勢
い
は
世
界
を

席
巻
す
る
か
の
如
く
で
あ
っ
た
か
ら
、

多
く
の
人
び
と
が
そ
う
考
え
た
こ
と

で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

あ
れ
か
ら
10
年
ほ
ど
が
経
過
し
た

い
ま
、
確
信
を
持
っ
て
そ
う
言
い
切

れ
る
人
は
、
ま
だ
多
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

す
で
に
周
知
の
と
お
り
、
明
年
に

は
、
製
造
業
部
門
の
金
属（
I
M
F
）、

化
学
エ
ネ
ル
ギ
ー（
I
C
E
M
）、繊
維

被
服（
I
T
G
L
W
F
）
の
3
つ
の
国

際
産
別
（
G
U
F
）
が
解
散
・
新
組
織

の
発
足
を
見
る
手
筈
で
あ
る
が
、
新

G
U
F
運
動
の
新
展
開
を
展
望
す
る

時
、
こ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
も

依
然
と
し
て
大
き
な
課
題
が
立
ち
は

だ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
展
望
し
、
基

本
権
に
か
か
わ
る
未
解
決
の
課
題
を

若
干
掘
り
起
こ
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
。

多
様
な
モ
ザ
イ
ク
模
様

　

ア
ジ
ア
と
は
い
う
も
の
の
、
周
知

の
よ
う
に
そ
れ
は
地
理
的
な
括く

く

り
に

す
ぎ
ず
、
存
在
す
る
国
ぐ
に
は
多
様

で
あ
る
。
異
な
る
歴
史
・
社
会
・
政
治
・

経
済
・
文
化
・
宗
教
・
風
俗
習
慣
な

ど
を
持
つ
国
ぐ
に
が
、
モ
ザ
イ
ク
状

に
共
存
す
る
地
域
で
あ
る
。

　

植
民
地
時
代
を
通
り
抜
け
た
諸
国

が
多
く
、
権
威
主
義
的
ま
た
は
開
発

独
裁
時
代
を
経
験
し
た
国
が
少
な
く

な
い
。
そ
の
後
多
く
の
国
で
一
定
の
民

主
化
は
進
ん
だ
も
の
の
、
い
ま
だ
に

独
裁
時
代
の
負
の
遺
産
を
ひ
き
ず
る

国
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
事
実
上
一

党
独
裁
の
国
も
あ
る
。
加
え
て
社
会

主
義
国（
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
）

も
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ

る
。
あ
え
て
共
通
項
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
社
会
格
差
と
い
う
皮
肉

な
現
象
で
あ
る
だ
ろ
う
。

労
働
基
本
権
の
い
ま

︱
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

　

そ
の
経
済
発
展
の
状
況
を
見
れ
ば
、

１
人
当
た
り
G
D
P
の
レ
ベ
ル
が

3
0
0
0
0
ド
ル
超
の
日
本
（
4
5
6

0
0
ド
ル
）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

（
4
0
0
0
0
ド
ル
）、
韓
国
（
3
1
4

1
0
ド
ル
）
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル（
5
9

0
0
0
ド
ル
）
な
ど
先
進
国
グ
ル
ー
プ

を
先
頭
に
、
経
済
的
テ
ー
ク
オ
フ
の
目

安
で
あ
る
3
0
0
0
ド
ル
を
超
え
た

マ
レ
ー
シ
ア
（
8
6
0
0
ド
ル
）、
タ
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労
働
運
動
を
と
り
ま
く
環
境

　

こ
う
し
た
地
域
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
の
中
で
、
肝
心
の
労
働
情
勢
を
見

る
と
き
、
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
当
然
歴

史
的
な
経
緯
で
あ
る
。
常
識
的
に
は

植
民
地
時
代
、
多
く
の
諸
国
で
労
働

運
動
は
市
民
と
と
も
に
抑
圧
さ
れ
た
。

い
き
お
い
労
働
運
動
は
植
民
地
解
放

闘
争
に
加
わ
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
。

戦
後
独
立
が
成
る
と
今
度

は
開
発
独
裁
体
制
の
登
場

で
、
開
発
政
策
や
開
発
に

必
須
の
外
資
導
入
に
と
っ

て
阻
害
要
因
と
見
做
さ
れ
、

再
び
抑
圧
さ
れ
る
な
ど
し

た
か
ら
、
一
国
の
民
主
化

運
動
の
先
端
に
立
っ
た
事

例
も
け
っ
し
て
少
な
く
な

い
（
韓
国
）。

　

労
使
関
係
を
律
す
る
労

働
法
を
見
る
と
、
多
く
の

場
合
植
民
地
時
代
の
法
を

踏
襲
し
、
す
ぐ
れ
て
開
発

優
先
で
、
労
働
者
福
祉
の

視
点
か
ら
よ
り
は
、
む
し

ろ
労
働
組
合
の
統
制
や
治

安
の
視
点
か
ら
施
行
す
る

イ
（
8
0
0
0
ド
ル
）、
中
国
（
4
0
0

0
ド
ル
）、
イ
ン
ド
（
3
6
0
0
ド
ル
）

な
ど
中
進
国
、
そ
し
て
1
0
0
0
ド

ル
超
（
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
ネ
パ
ー

ル
な
ど
）
ま
た
は
未
満
の
カ
ン
ボ
ジ
ア

（
9
8
0
ド
ル
）、
ビ
ル
マ
（
4
6
0
ド

ル
）
な
ど
最
貧
発
展
途
上
国
の
存
在
な

ど
、
振
幅
の
幅
が
大
き
く
、
し
か
も
国

内
の
格
差
問
題
を
含
め
、
モ
ザ
イ
ク
模

様
は
多
彩
で
さ
え
あ
る
。

ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
（
韓
国
「
先
建
設

後
分
配
」
政
策
）。
労
組
の
「
登
録
」
を

義
務
付
け
て
い
る
な
ど
は
、
そ
の
も
う

一つ
の
事
例
に
過
ぎ
な
い
し
（
イ
ギ
リ

ス
を
宗
主
国
と
し
た
国
ぐ
に
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
イ
ン
ド
な
ど
）、「
政
治
活
動
の

禁
止
」
な
ど
は
も
う
一つ
の
例
で
あ
る

（
マ
レ
ー
シ
ア
）。
開
発
の
た
め
に
は

労
働
組
合
の
自
由
や
基
本
権
を
規
制

し
、
む
し
ろ
開
発
法
に
近
い
形
に
労
働

法
を
仕
上
げ
て
い
っ
た
国
も
あ
る
（
マ

レ
ー
シ
ア
）。

　

開
発
独
裁
は
、
治
安
上
個
別
的
労
使

関
係
に
つ
い
て
は
処
遇
面
で
妥
協
し
、

集
団
的
労
使
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ

を
厳
し
く
規
制
し
開
発
を
優
先
さ
せ

た
の
で
あ
っ
た
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）。

　

そ
の
後
の
民
主
化
の
過
程
で
は
、
労

働
運
動
の
再
編
や
統
合
、
新
し
い
労
働

団
体
の
発
足
も
あ
り
、
三
者
構
成
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ダ
イ
ア
ロ
グ
に
取
り
組

む
事
例
も
出
現
し
た
（
韓
国
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
）。

途
上
国
労
組
の
特
徴
に

つ
い
て

　

右
に
み
て
き
た
状
況
か
ら
推
測
さ

れ
る
よ
う
に
、
労
組
の
組
織
的
な
特
徴

も
多
様
で
あ
る
。

　

途
上
国
労
組
の
共
通
項
を
探
る
の

は
困
難
だ
が
、
労
働
運
動
の
外
か
ら

観
測
す
る
立
場
か
ら
、
あ
え
て
弱
点

と
い
わ
れ
る
若
干
の
側
面
を
挙
げ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
①
組
織
率
の
低

さ
、
②
財
政
力
の
脆
弱
性
、
そ
れ
と

裏
腹
に
③
組
合
員
へ
の
サ
ー
ビ
ス
欠

如
、
③
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

欠
如
、
④
政
策
能
力
の
脆
弱
性
、
し
た

が
っ
て
⑤
組
織
力
の
脆
弱
性
、
等
々
が

あ
る
よ
う
だ
。
加
え
て
場
合
に
よ
っ
て

は
⑥
組
織
内
の
勢
力
争
い
や
、
⑦
労
々

衝
突
、
⑧
N
G
O
へ
の
依
存
体
質
な

ど
も
あ
り
得
る
。
政
党
の
支
配
下
と

い
う
意
味
で
は
分
裂
す
る
各
政
党
の

支
持
基
盤
化
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

そ
う
し
た
情
勢
で
は
、
組
合
指
導
部

と
一
般
組
合
員
と
の
間
に
大
き
な
乖

離
が
み
ら
れ
、
中
間
幹
部
層
が
手
薄

と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
（
イ
ン
ド
）。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
団
体
交

渉
は
機
能
が
制
約
さ
れ
、
対
政
府
・

経
営
者
団
体
と
の
効
果
的
な
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
ダ
イ
ア
ロ
グ
の
機
会
は
限

定
的
で
、
必
要
に
応
じ
た
政
策
提
言

も
ま
ま
な
ら
ぬ
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

　

そ
れ
は
し
か
し
、
か
れ
ら
だ
け
に

インドネシアの電機労働者
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か
ら
な
る
の
は
周
知
の
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

○
第
87
号
条
約
（
結
社
の
自

由
・
団
結
権
擁
護
）

○
第
98
号
条
約
（
団
結
権
・

団
体
交
渉
権
）

○
第
29
号
条
約（
強
制
労
働
）

○
第
1
0
5
号
条
約
（
強
制

労
働
の
禁
止
）

○
第
1
0
0
号
条
約
（
所
得

平
等
：
同
一
価
値
労
働
同
一

賃
金
）

○
第
1
1
1
号
条
約（
差

別
：
雇
用
・
職
業
上
の
処
遇

平
等
）

○
第
1
3
8
号
条
約
（
就

業
最
低
年
限
）

○
第
1
8
2
号
条
約
（
児
童
労
働
の

禁
止
）

○
「
労
働
に
お
け
る
基
本
原
則
と
権

利
に
関
す
る
I
L
O
の
宣
言
」
お
よ
び

「
フ
ォロ
ー
ア
ッ
プ
」
（
1
9
8
9
年
）

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
労
働
情
勢

を
展
望
す
る
に
も
、
労
使
紛
争
時
に
連

帯
行
動
を
起
こ
す
判
断
を
下
す
に
も
、

そ
の
基
準
は
こ
の
中
核
的
基
準
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
公
正
・
簡
潔

無
比
の
条
約
基
準
が
侵
害
さ
れ
た
か

否
か
が
行
動
の
普
遍
的
な
ベ
ー
ス
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
え
て
付
言
し

て
お
き
た
い
。

I
T
U
C
の

基
本
権
侵
害
報
告

　

例
年
、6
月
の
I
L
O
総
会
時
に
公

表
さ
れ
る
I
T
U
C
の
年
次
報
告（
注
）

は
、
そ
う
し
た
基
本
条
約
の
批
准
や
遵

守
状
況
を
中
心
に
各
国
の
実
情
を
網
羅

し
て
い
る
。
2
0
1
0
年
を
対
象
と
す

そ
の
責
を
問
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

か
れ
ら
を
取
り
巻
く
社
会
的
環
境
、
親

経
営
者
的
な
政
府
、規
制
的
な
労
働
法
、

社
会
的
公
正
や
組
合
に
理
解
を
寄
せ

ず
、
あ
る
い
は
敵
対
的
な
姿
勢
を
と
る

一
部
経
営
者
な
ど
、
労
使
自
治
の
原

則
が
守
ら
れ
な
い
環
境
に
一
番
の
原

因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
労
働
法
が
組
合
組

織
の
在
り
方
や
団
体
交
渉
の
プ
ロ
セ

ス
ま
で
規
定
し
て
い
る
ケ
ー
ス
さ
え

あ
る
（
マ
レ
ー
シ
ア
）。

　

言
い
方
を
換
え
る
な
ら
、
労
使
自
治

に
よ
る
労
使
関
係
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
ー
が
未
整
備
な
の
で
あ
る
。

独
立
し
た
民
主
的
労
組
が
確
実
に
組

合
員
の
利
益
を
代
表
し
、
経
営
者
と
の

情
報
共
有
化
や
労
使
協
議
に
応
じ
て

雇
用
確
保
・
持
続
的
成
長
を
は
か
り
、

正
当
な
団
体
交
渉
に
臨
ん
で
公
正
分

配
を
目
指
す
と
い
う
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
循
環
シ
ス
テ
ム
が
健
全
に
機
能
す

る
と
き
、
イ
ン
フ
ラ
は
整
備
さ
れ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
産
業

民
主
制
の
確
立
で
あ
る
。

　

近
年
の
動
向
を
見
て
さ
え
、
社
会

的
・
経
済
的
発
展
に
必
須
の
労
使
自

治
、
労
使
対
等
の
概
念
は
一
般
化
し

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
の

み
か
、
労
働
法
の
適
用
外
に
あ
る
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
は
、
ほ
ぼ
野

放
し
状
態
に
あ
っ
て
（
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
）、
団
体
交
渉
を
行
う
労
働
団
体
は

エ
リ
ー
ト
集
団
と
の
N
G
O
か
ら
の

コ
メ
ン
ト
が
ま
か
り
通
る
。
多
く
の

国
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
に

と
っ
て
団
体
交
渉
は
お
ろ
か
社
会
保
障

な
ど
富
の
分
配
・
再
分
配
の
シ
ス
テ

ム
は
望
む
べ
く
も
な
い
。

　

と
は
い
え
、
ア
ジ
ア
に
も
実
効
的
な

運
動
を
推
進
す
る
組
織
は
沢
山
あ
る

し
、
途
上
国
の
組
合
幹
部
の
な
か
に
は
、

ド
イ
ツ
な
ど
先
進
国
の
開
発
援
助
団

体
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
で
先
進
的
な

労
組
教
育
訓
練
を
受
け
た
世
代
が
育

ち
つ
つ
あ
る
の
も
事
実
で
、
す
べ
て
が

悲
観
的
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

労
働
情
勢
を
見
る
視
点

－

普
遍
的
な
価
値

　

こ
う
し
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
組
合

や
労
働
情
勢
を
見
る
と
き
、
必
須
の
視

点
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
常
識
的
に
普
遍
的
な
価

値
と
さ
れ
る
I
L
O
の
中
核
的
労

働
基
準（
C
L
S
）で
あ
る
。
そ
の
基

本
条
約
が
以
下
の
「
4
分
野
8
条
約
」

第100回 ILO総会
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●ＩＭＦ−ＪＣ顧問

小島正剛 こじま・せいごう　

６０年ＩＭＦ日本事務所に入職以来、
ＪＣ事務局長代理、ＪＣ国際局長、Ｊ
Ｃ副議長（国際委員長）（以上 IMFと
の兼務）、ＩＭＦ地域代表を務めるな
ど国際労働運動一筋。９８年ＪＣ顧問
に。日本労働ペンクラブ会員他。主要
著書「海外労働アラカルト」他。

労働基本権のいま
― アジア太平洋のランドスケープ

る
新
版
は
、
さ
る
6
月
の
第
1
0
0

回
I
L
O
総
会
を
機
に
公
表
さ
れ
た
。

　

1
4
3
ヵ
国
を
対
象
に
、
地
域
別
に

報
告
し
て
い
る
。
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ

ー
ク
を
求
め
る
と
い
う
当
り
前
の
組

合
活
動
を
し
て
い
た
だ
け
な
の
に
職

場
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
、
差
別
さ

れ
、
解
雇
さ
れ
、
平
和
な
デ
モ
に
参
加

し
て
拘
留
さ
れ
る
。
あ
る
場
合
に
は
ピ

ケ
ラ
イ
ン
で
警
察
や
企
業
差
し
回
し
の

暴
漢
に
よ
っ
て
負
傷
し
、
最
悪
の
場
合

は
密
か
に
、
あ
る
い
は
公
然
と
殺
害
さ

れ
て
い
る
。

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
に
つ
い
て
は
次
の

よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
（
世
界
で
最
悪
な
の
は
ラ
テ
ン
・
ア

メ
リ
カ
で
、
わ
け
て
も
最
悪
な
の
は
コ

ロ
ン
ビ
ア
で
殺
害
さ
れ
た
活
動
家
は

年
間
49
人
だ
が
）
ア
ジ
ア
も
決
し
て
安

全
地
域
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
バ
ン

グ
ラ
デ
シ
ュ
に
と
っ
て
10
年
は
最
も

厳
し
い
年
と
な
っ
た
。
繊
維
労
働
者
の

抗
議
デ
モ
が
年
間
を
通
じ
て
展
開
さ

れ
た
。
官
憲
や
企
業
差
し
向
け
の
暴

漢
ら
に
よ
っ
て
活
動
家
6
人
が
殺
害

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

3
人
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
繊
維
労
働
者

2
人
を
含
め
合
計
12
人
が
殺
害
さ
れ

た
と
あ
る
。

　

こ
の
1
年
、
1
0
0
0
人
以
上
が
警

察
や
暴
漢
の
襲
撃
で
負
傷
し
、
1
0
0

0
人
以
上
が
逮
捕
拘
留
さ
れ
た
。
そ

し
て
こ
う
し
た
数
字
は
控
え
め
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。

　

問
題
は
労
働
組
合
権
が
正
当
に
法

制
化
さ
れ
て
い
な
い
国
が
多
い
こ
と

だ
。
そ
し
て
法
は
あ
っ
て
も
遵
守
さ
れ

て
い
な
い
。
独
立
し
た
労
働
組
合
こ
そ

世
界
の
普
通
の
労
働
者
の
生
活
水
準

向
上
に
と
っ
て
必
須
の
用
具
な
の
だ
、

と
報
告
書
は
強
調
し
て
い
る
。「
労
働

組
合
権
は
民
主
主
義
、
経
済
成
長
、
文

明
的
な
未
来
の
た
め
に
必
須
の
も
の

だ
」
と
は
バ
ロ
ウ
I
T
U
C
書
記
長
の

言
葉
で
あ
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ

　
い
ま
、
明
年
発
足
す
る
製
造
業
の
新

G
U
F
は
そ
の
準
備
段
階
に
あ
る
が
、

こ
れ
か
ら
策
定
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
こ
う
し
た
情
勢
へ
の

具
体
的
な
取
り
組
み
を
策
定
す
る
作

業
に
入
って
い
る
と
聞
き
お
よ
ぶ
。

　

さ
る
６
月
ソ
ウ
ル
で
開
か
れ
た
第

４
回
ア
ジ
ア
金
属
労
組
連
絡
会
議
は
、

新
G
U
F
の
形
成
状
況
の
理
解
を
深

め
た
が
、
新
組
織
発
足
後
も
金
属
の
連

帯
の
場
と
し
て
機
能
す
る
の
が
望
ま

し
い
だ
ろ
う
。

　

普
遍
的
価
値
を
基
調
と
す
る
労
働

法
の
確
立
、
労
使
自
治
や
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ダ
イ
ア
ロ
グ
を
柱
と
す
る
産
業
民

主
制
の
確
立
、
超
国
家
企
業
（
T
N
C
）

労
組
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
と
グ
ロ
ー

バ
ル
な
連
帯
な
ど
、
も
う
こ
こ
に
繰
り

返
す
必
要
も
あ
る
ま
い
。

　

こ
う
し
た
案
件
が
解
決
に
向
か
う

と
き
、
か
の
「
21
世
紀
は
ア
ジ
ア
太
平

洋
の
時
代
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
真
実
味

を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
は
外
に
開
か
れ

た
地
域
で
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
注
）
I
T
U
C
『
労
働
組
合
権
の
侵
害

に
関
す
る
年
次
報
告
（
2
0
1
1
年
）』、

2
0
1
1
年
6
月
刊
。

（
2
0
1
1
年
7
月
20
日
記
）

第4回アジア金属労組連絡会議でコメントする筆者（左端）

児童労働撲滅のための学校プロジェクト（インド）


